
随意契約の状況 
担 当 課 ： 環境水道課 

契 約 日 ： 令和８年５月22日 

件名 契約の概要 契約期間 契約の相手方 

契約金額(円) 

税込 

（税抜） 

八雲地域電気計

装設備改修工事 

・野田生浄水場 

 高圧交流気中負荷開閉

器 １式 

 高圧受電盤 １式 

 動力変圧器盤 １式 

 電灯変圧器盤 １式 

 ポンプ操作盤１ １式 

 ポンプ操作盤２ １式 

 計装盤 １式 

 テレメータDDW-3000用

SRC基板 ２式 

・浜松ポンプ場 

 増圧ポンプユニット

（φ65・11kW×2台、制御盤

及び圧力タンク含む） 

１式 

テレメータDDW-3000用

SRC基板 ２式 

・野田生配水池 

 テレメータDDW-3000用

SRC基板 １式 

・浜松配水池 

 テレメータDDW-3000用

SRC基板 １式 

令和８年５月22日 

～ 

令和９年３月12日 

札幌市北区北18

条西５丁目１番

12号 

北海道機販株式

会社 

代表取締役 

 中鉢 誠一 

 

36,410,000  

（33,100,000） 

 

随意契約とした理由及び随意契約の相手方を選定した理由 

本工事は、電気計装設備の老朽化に伴い、各種計装盤、テレメータ、増圧ポンプ等の設備改修を行

うものである。 

実施にあたっては、野田生地区で現在稼働中の計装施設配電回路及び現場の状態を十分熟知してい

る既存電気計装設備の設置業者（メーカー指定保守点検業者）でなければ対応できず、上記業者以外

の者に履行させた場合、責任の所在が不明確になるなど著しい支障が生じるおそれがあるため、競争

入札に付する性質のものではないと判断したものである。 

よって、地方公営企業法施行令第21条の13第１項第２号の規定により、上記業者より見積書を徴し

た結果、予定価格の範囲内であったため、随意契約を行ったものである。 

 


